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諮問庁：厚生労働大臣 

諮問日：平成２７年２月２３日（平成２７年（行個）諮問第３０号） 

答申日：平成２９年１月２３日（平成２８年度（行個）答申第１６１号） 

事件名：本人の情報提供による監督指導に係る文書の一部開示決定に関する件 

 

 

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論 

   「平成２５年特定月日特定事業場内にて起きた私の労災事故にかかわっ

て私が特定監督署特定職員Ａに申告，相談，情報提供した件全般（死傷病

報告書の件だけは除く）調査内容，文書指導内容，判断過程，私が特定職

員Ａにした申告内容，私が労働局特定部署特定職員Ｂに申告，相談，情報

提供した件とそれへの回答等の全て，私が監督署及び労働局特定部署特定

職員Ｂに指摘した事も，作業前点検，点検後の補修，速度超過，安全管理

者，安全衛生教育，職長等教育，虚偽報告等是正勧告書も」に記録された

保有個人情報（以下「本件対象保有個人情報」という。）につき，その一

部を不開示とした決定について，諮問庁がなお不開示とすべきとしている

部分については，別表２の４欄に掲げる部分を開示すべきである。 

第２ 審査請求人の主張の要旨 

 １ 審査請求の趣旨 

   本件審査請求の趣旨は，行政機関の保有する個人情報の保護に関する法

律（以下「法」という。）１２条１項の規定に基づく開示請求に対し，平

成２６年１１月６日付け埼玉労働局個開第２６－１２０号により埼玉労働

局長（以下「処分庁」という。）が行った一部開示決定（以下「原処分」

という。）について，その全部開示を求めるというものである。 

 ２ 審査請求の理由 

   審査請求人の主張する審査請求の理由は，審査請求書及び意見書の記載

によると，おおむね以下のとおりである。 

 （１）審査請求書 

    全部開示を求める。少なくとも黒点の部分は欲しい。 

   ● 開示された文書には，私が会社から使用させられた特定機械も特定

部品メーカー，品番，型番，状態等が一切記載されていない為（調

査をしているのだから知っているはず。） 

   ● 私が特定監督署特定職員Ａ及び監督署と電話口頭監督署内面会等に

て会話した内容等が多々欠落している。開示されていない部分が

多々ある為 

     労働局監督課への報告，伝達業務を果していないから開示されない
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のでは？ 

     私は全ての記録を残すよう監督署に言ってあり了解を得ています。 

     少なからず，私が監督署側から，それまで実際にお聞きした全ての

話，説明，報告，結果等及び私が特定監督署に，それまでに実際に

した私の考え，申告，情報提供，相談，意見，主張，要望，苦情，

批難，指摘，問題提起，意思表示，憤り，不満，その他等は，開示

されなければおかしいはずである（下線内容は上記記載内容と以後

記入します。）。 

   ● 私が監督署に送付した書面及び私が考え作成した書面が黒塗りにさ

れている部分が多々ある為 

     私が考え作成し監督署に送付した書面は，私の考え等（上記記載内

容）である。 

     結果として，書面を送付して監督署が受け取って，見てもらったと

いう事なのだが，なぜ私が作成した書面までが黒塗りになるのか？

私には到底理解不可能である。 

     おそらく開示，未開示を労働局監督課が判断するにあたって，どの

部分を開示，未開示とするべきか，しっかり考えず頭を使うことな

く単調に流れ作業の如く黒塗り作業，判断をしたのだろう。この事

等が私には読み取れる。 

     私が作成し私が監督署に送付した書面は黒塗りにされる覚えは，到

底ない。 

     私の考え等（上記記載内容）までも，闇に葬るのか？見られると都

合が悪いのか？ 

     隠ぺい工作か？等を強く感じてしまい，黒塗りにされている事に対

して，誠に遺憾で強い恐怖等を感じている。 

   ● 私が監督署にした主張等（上記記載内容）が，あまりにも監督署に

とって都合の良い風に改ざんされてしまっている。私の主張が足り

ていない言葉が足りない為 

     例：「平成２６年特定月日 強要の判断ができないなら情報提供す

べき」と開示されているが，業過と刑事訴訟法２３９条２項等も発

言し，警察に通報情報提供すべきと発言したのだが，この例の開示

だと意味が足りておらず欠落している。 

     業過の文字が一切存在していない。 

     このような主張が足りていない言葉が足りていない開示が多すぎる

為 

     わざとやっているのか，そのように感じたのか，聞く耳がないのか，

私には不明ですが，いずれにしても私は録音と照らし合わせ作業を

し，そのうえで事実を私は言っています。また知人も同席し，しっ
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かりと聞いている事でもある。 

     訂正請求という方法もありますが，量が多すぎるため時間がかかっ

ています。 

     現在訂正請求をするにあたり録音と照らし合わせ作業しています。 

     なぜ私がこんな事をしなければならないのかという強い疑問も生じ

ています。 

     本来であれば監督官，監督署，労働局が機能していれば，または業

務を果たしていれば，こんな作業はする必要がないと思うと非常に

憤りを感じて怒りさえ感じています。 

     審査請求で済むなら審査請求で済ましたいと考えた為 

     労働局特定職員Ｃにも，これらを言ってあります。 

   ● なんの書面なのか全く不明だが，全面黒塗りが多すぎて気になる為 

   ● 死傷病報告書の件だけは除くと記入して開示請求したのだが，これ

に係る物が実際に開示されている，さらには監督復命書というのが

開示されているのだが，是正勧告書に○がついていた。なんの是正

勧告書か全く理解推測不可能な為，実に紛らわしい。 

     このことについて，今まで何の説明も，誰からもされていない。 

     ちゃんと私が請求した文書を読んでいるのか？大いに疑問である。

デタラメ？ 

     このことも，おそらく開示未開示を労働局監督課が判断するにあた

って，どの部分を開示未開示とするべきか，しっかり考えず頭を使

うことなく単調に流れ作業の如く黒塗り作業，判断をしたのだろう。

この事等が私には読み取れる。 

     というかここまでくると，このようにしか私には受けとらえざるを

得ない。 

   ● 今回の特定月日の労災事故にかかわる申告等（上記内容等）を今ま

で再三にわたり特定監督署等にしているのだが，全く機能していな

い業務を果していない私の話を聞く耳を持っていないと強く感じた

為，助けを求めるという意味でもある為，私が言われた事をはっき

りさせる為 

     どこの弁護士に聞いてもどこの社労士に聞いても今まで違反との説

明を受けた。 

     あきらかに安全衛生法違反なのだが，違反にしていないという事実

がある。 

     私の申告等（上記内容等）が無視され，軽視され，会社側の味方も

しくは偏向的判断がされ，理不尽極まりない扱いを受けていると強

く感じている。 

     （中略） 
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     これら，私には監督署側の人間が，自分たちの都合の良いところだ

けを開示して，都合の悪いところは闇に葬っていて隠ぺい工作と強

く感じてしまう（会話等は録音有り。）。 

     （後略） 

 （２）意見書 

    審査請求人から，平成２７年３月１０日，同月３１日，４月２０日，

５月７日及び同月１８日に意見書が当審査会宛て提出された（当該申告

事案に係る被申告事業場への提供は適当でない旨の意見が審査請求人か

ら提出されていることから，その内容は記載しない。）。 

第３ 諮問庁の説明の要旨 

 １ 本件審査請求の経緯 

   本件審査請求は，審査請求人である開示請求者（以下，第３において

「請求人」という。）が平成２６年１０月６日付け（同月７日受付）で行

った「平成２５年特定月日特定事業場内にて起きた請求人の労災事故にか

かわって請求人が特定監督署Ａ担当者に申告，相談，情報提供した件全般

（死傷病報告書の件だけは除く）調査内容，文書指導内容，判断過程，請

求人がＡ担当者にした申告内容，請求人が労働局特定部署Ｂ担当者に申告，

相談，情報提供した件とそれへの回答等の全て，請求人が監督署及び労働

局特定部署Ｂ担当者に指摘した事も，作業前点検，点検後の補修，速度超

過，安全管理者，安全衛生教育，職長等教育，虚偽報告等是正勧告書も」

の開示請求に対し，処分庁が平成２６年１１月６日付け埼玉労働局個開第

２６-１２０号により行った部分開示決定（原処分）を不服として，平成

２６年１１月２５日付け（同日受付）をもって提起されたものである。 

 ２ 諮問庁としての考え方 

   本件審査請求に関し，原処分において不開示とした情報のうち，下記３

（３）に掲げる部分については新たに開示した上で，その余の部分につい

ては，法１４条２号，３号イ及びロ，５号並びに７号イに基づき，原処分

を維持して不開示とすることが妥当である。 

 ３ 理由 

 （１）保有個人情報該当性について 

    本件対象保有個人情報は，請求人から特定労働基準監督署に対して行

われた特定事業場において労働基準法（昭和２２年法律第４９号）等の

違反があるとした情報提供による監督指導に係る関係書類であり，別表

２の１欄に掲げる文書番号１ないし８の文書（以下，第３において「対

象文書」という。）である。 

    本件審査請求を受け，諮問庁において対象文書の確認を行ったところ，

以下に記載する情報は，請求人の個人に関する情報ではなく，さらに請

求人を識別できる情報が含まれていないことから，請求人を本人とする
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保有個人情報には該当しない。 

   ア 対象文書７の③ 

     対象文書７の③の是正勧告書（控）の是正確認欄については，専ら

業務処理上必要な情報であり，請求人個人を識別できる個人情報が

含まれていないため，請求人を本人とする保有個人情報には該当し

ない。 

   イ 対象文書１の⑤，２の④，４の④，６の①及び８の② 

     これらについては，請求人が，開示を請求する保有個人情報から除

外しているものであるため，本件対象保有個人情報には該当しない。 

 （２）不開示情報該当性について 

   ア 申告処理台帳及び申告処理台帳続紙（対象文書１） 

     労働基準法等関係法令では，労働者は，事業場に同法令の違反があ

る場合においては，労働基準監督官に申告することができることと

されている。労働基準監督官が申告を受理した場合，対象となる事

業場に対し臨検監督等の方法により，労働基準法等関係法令違反の

有無を確認し，違反等が認められた場合には，その是正を指導して

いるところであるが，申告処理台帳はかかる申告事案の処理状況及

びその経過が記載された文書である。 

     申告処理台帳には，一般的に「受理年月日」，「処理着手年月日」，

「完結年月日」，「完結区分」，「申告処理台帳番号」，「受付者」，「担

当者」，「被申告者の事業の名称」，「同所在地」，「同事業の種類」，

「同事業の代表者」，「申告者の氏名」，「同住所」，「同事業場内の地

位」，「申告事項」，「申告の経緯」，「申告事項の違反の有無」，「倒産

による賃金未払の場合の認定申請期限」，「違反条文」，「移送の場合

の受理監督署及び処理監督署」，「処理経過直接連絡の諾否」，「付表

添付の有無」，「労働組合の有無」，「労働者数」及び「申告の内容」

等が記載されている。 

     また，申告処理台帳続紙には，一般的に，「処理年月日」，「処理方

法」，「処理経過」，「措置」，「担当者印」，「次長・主任（課長）印」

及び「署長判決」が記載されている。 

     対象文書１の申告処理台帳続紙の処理経過欄の記載のうち，なお不

開示とした部分には，労働基準監督官が面接した人物，当該事案に

対する被申告事業場の見解，労働基準監督官が行った被申告事業場

に対する指導内容，担当者の意見，処理方針等が記載されている。 

     対象文書１の③及び④は，労働基準監督官が認定した事実に基づい

た具体的な記述であり，申告者である請求人が知り得る情報である

とは認められず，これらの情報を開示すると当該事業場の情報が明

らかとなり，取引関係や人材確保の面等において当該事業場の権利，
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競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあることから，こ

れらの情報は，法１４条３号イに該当するため，不開示とすること

が妥当である。 

     また，対象文書１の①ないし④は，これらの情報が開示されること

となれば，申告処理における調査の手法が明らかになり，労働基準

監督官の行う検査等に関する事務に関し，正確な事実の把握を困難

にし，また，違法行為の発見が困難になるなど，検査事務の適正な

遂行に支障を及ぼすおそれがあり，ひいては犯罪の予防に悪影響を

及ぼすおそれがあることから，これらの情報は，法１４条５号及び

７号イに該当するため，不開示とすることが妥当である。 

     さらに，対象文書１の②及び③は，請求人以外の個人に関する情報

であり，法１４条２号に該当し，かつ同号ただし書イないしハのい

ずれにも該当しないため，当該部分を不開示とすることが妥当であ

る。 

   イ 監督復命書及び続紙（対象文書２） 

     監督復命書は，労働基準監督官が事業場に対し臨検監督等を行った

際に，事業場ごとに作成される文書であり，一般的には，監督復命

書の標題が付され，「完結区分」，「監督種別」，「整理番号」，「事業場

キー」，「監督年月日」，「労働保険番号」，「業種」，「労働者数」，「家

内労働委託業務」，「監督重点対象区分」，「特別監督対象区分」，「事

業の名称」，「事業場の名称」，「事業場の所在地」，「代表者職氏名」，

「店社」，「労働組合」，「監督官氏名印」，「週所定労働時間」，「最も

賃金の低い者の額」，「署長判決」，「次長決裁」，「主任（課長）決裁」，

「参考事項・意見」，「Ｎｏ．」，「違反法条項・指導事項等」，「是正期

日（命令の期日を含む）」，「確認までの間」，「備考１及び２」，「面接

者職氏名」，「別添」等が記載されている。 

     また，監督復命書の続紙には，一般的には監督復命書（続紙）との

標題が付され，「監督種別」，「整理番号」，「参考事項・意見」が記載

されている。 

   （ア）監督復命書の参考事項・意見欄 

      対象文書２の①の監督復命書の参考事項・意見欄のうち，なお不

開示とした部分には，臨検監督を実施したことにより判明した事実，

指導内容，担当官の意見等，所属長に復命するために必要な情報が

記載されている。これらの情報は，労働基準監督官が認定した事実

に基づいた具体的な記述であり，請求人が知り得る情報であるとは

認められないことから，これらの記載が開示されることとなれば，

事業場の信用を低下させ取引関係や人材確保の面等において当該事

業場の権利，競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある



7 

 

ため，法１４条３号イに該当する。 

      一方，労働基準法等には，労働基準監督官の臨検を拒み，妨げ，

もしくは忌避し，その尋問に対して陳述せず，もしくは虚偽の陳述

をし，帳簿書類の提出をせず，又は虚偽の記載をした帳簿書類を提

出した者には罰則が設けられているが，これらの規定は，刑事罰に

よる威嚇的効果により臨検監督の実効性を間接的に担保するもので

あり，直接的又は物理的な強制力を伴うものではない。また，労働

基準監督官が，労働基準法等関係法令違反の事案を確認した場合，

直ちに強制力を有する司法上の権限を行使するのではなく，まず，

当該違反について強制力を有しない行政指導である是正勧告を行い，

当該事業場から自主的な改善の報告を受けて当該違反の是正確認を

行うなどの方法により，労働基準法等関係法令の履行確保を図るこ

とを基本としている。 

      このように，労働基準監督官による臨検監督において，事業場の

実態を正確に把握し，労働基準法等関係法令違反の事実を迅速に発

見して改善を図らせるため，事業場の任意の協力は不可欠なもので

ある。このため，これらの情報が開示されることとなれば，特定事

業場の関係者が労働基準監督官の実施する臨検監督における行政指

導に対して消極的な対応になるとともに，不利益となる情報等が請

求人に開示された場合の影響等を憂慮するあまり，真実や率直な意

見等を述べることを差し控え，また関係資料の提出を拒むなど任意

の協力が得られなくなり，その結果，労働基準監督官が行う監督指

導業務等において，正確な事実の把握を困難にするおそれがあり，

ひいては，労働者の権利を速やかに回復し，その救済を図ることが

困難になるおそれがある。 

      また，これらの情報には，担当官の意見や行政の判断の基礎とな

る情報が記載されており，これらの情報が開示されることとなれば，

労働基準監督官の意思決定の経過等が明らかになるため，検査事務

という性格を持つ監督指導業務の適正な遂行に支障を及ぼし，ひい

ては犯罪の予防に悪影響を及ぼすおそれがある。 

      以上のことから，これらの情報は，前段で述べた法１４条３号イ

に該当することに加え，同条３号ロ，５号及び７号イにも該当する

ため，不開示とすることが妥当である。 

      対象文書２の③は，労働基準監督官の調査手法が記載されており，

これらの情報が開示されることとなれば，調査手法が明らかになり，

労働基準監督官の行う監督指導業務において，正確な事実を把握で

きなくなり違法行為の発見が困難になるなど，当該事務の適正な遂

行に支障を及ぼすおそれがあることから，これらの情報は，法１４
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条７号イに該当するため，不開示とすることが妥当である。 

   （イ）監督復命書の参考事項・意見欄以外の部分 

      対象文書２の①の監督復命書の参考事項・意見欄以外の部分には，

労働基準監督官が臨検監督を実施したことにより判明した事実，事

業場への指導内容等の行政措置に係る情報等が記載されている。こ

れらの情報は，労働基準監督官が認定した事実に基づいた具体的な

情報であり，請求人が知り得る情報であるとは認められないことか

ら，これらの記載が開示されることとなれば，事業場における信用

を低下させ取引関係や人材確保の面等において当該事業場の権利，

競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため，法１４

条３号イに該当する。 

      また，これらの情報には，特定事業場が特定労働基準監督署との

信頼関係を前提として，労働基準監督官に対して明らかにした事業

場の実態に関する情報が記載されている。これらが開示されること

となれば，当該事業場を始めとして事業場と労働基準監督官との信

頼関係が失われ，今後労働基準監督官に対する関係資料の提出等に

ついて非協力的となり，また，労働基準監督官の指導に対する自主

的改善についても意欲を低下させ，さらにはこの結果として法違反

の隠蔽を行うなど，検査事務という性格を持つ監督指導業務の適正

な遂行に支障を及ぼすものであり，ひいては犯罪の予防に悪影響を

及ぼすおそれがある。 

      以上のことから，これらの情報は，前段で述べた法１４条３号イ

に該当することに加え，同条３号ロ，５号及び７号イにも該当する

ため，不開示とすることが妥当である。 

      さらに，対象文書２の②は，請求人以外の個人に関する情報であ

り，法１４条２号に該当し，かつ同号ただし書イないしハのいずれ

にも該当しないため，当該部分を不開示とすることが妥当である。 

   ウ 指導票（控）（対象文書３） 

     指導票（控）は，労働基準監督官等が事業場に対し臨検監督を行っ

た際に，労働基準法等関係法令に照らし，改善を求める必要がある

と判断される事項があった場合，その事項について改善すべき旨を

記載して，当該事業場に対して交付する文書の控えである。 

     一般的には，指導票（控）の標題が付され，「交付年月日」，「事業

場の名称」，「代表者職氏名」，「労働基準監督署名」，「労働基準監督

官等の官職及び氏名」，「前文」，「指導事項」，「受領年月日」，「受領

者職氏名」等が記載されている。 

     指導票（控）の前文には指導事項の改善状況の報告期日，指導事項

には，特定事業場における内部管理等に関する情報，労働基準法等
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関係法令に照らし改善すべき指導事項等が記載されている。 

     対象文書３の①は，労働基準監督官が認定した事実に基づいた具体

的かつ詳細な情報が記載されているが，申告者である請求人が知り

得る情報であるとは認められないため，これらの情報が開示される

こととなれば，当該事業場の信用を低下させ取引関係や人材確保の

面等において当該事業場の権利，競争上の地位その他正当な利益を

害するおそれがあることから，法１４条３号イに該当するため，不

開示とすることが妥当である。 

     また，これらの情報には，特定の事業場が労働基準監督署との信頼

関係を前提として，労働基準監督官に対して明らかにした事業場の

実態に関する情報が記載されている。これらの情報が開示されるこ

ととなれば，当該事業場を始めとして事業者と労働基準監督官との

信頼関係が失われ，今後労働基準監督官に対する関係資料の提出等

について非協力的となり，また，労働基準監督官の指導に対する自

主的改善についても意欲を低下させるなど，検査事務という性格を

持つ監督指導業務の適正な遂行に支障を及ぼすものである。 

     以上のことから，これらの情報は，前段で述べた法１４条３号イに

該当することに加え，同条３号ロ及び７号イに該当するため，不開

示とすることが妥当である。 

     さらに，対象文書３の②は，請求人以外の個人に関する情報であり，

法１４条２号に該当し，かつ同号ただし書イないしハのいずれにも

該当しないため，当該部分を不開示とすることが妥当である。 

   エ 担当官が作成又は収集した文書（対象文書４） 

     対象文書４の②は，労働基準監督官の意見等が記載されており，こ

れらの情報が開示されることとなれば，労働基準監督官の意志決定

の経過等が明らかになるため，検査事務という性格を持つ監督指導

業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることから，これらの

情報は，法１４条７号イに該当するため，不開示とすることが妥当

である。 

     対象文書４の③には，当該事業場の内部管理等に関する情報が記載

されており，これらの情報が開示されることとなれば，事業場の内

部情報が明らかとなり，当該事業場の取引関係や人材確保の面等に

おいて，当該事業場の権利，競争上の地位その他正当な利益を害す

るおそれがあると認められることから，法１４条３号イに該当する

ため，不開示とすることが妥当である。 

     また，対象文書４の①及び③には，労働基準監督官による申告処理

の過程において労働基準監督官が行った監督指導の手法等に係る情

報が記載されている。これらの情報が開示されることとなれば，必
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要な資料が隠蔽されることにより正確な事実の把握が困難となり，

検査事務という性格を持つ監督指導業務の適正な遂行に支障を及ぼ

し，ひいては法違反の発見ができなくなるおそれがある。さらには，

このような法違反が発見されない状況は事業者の法違反行為を惹起

することとなり，犯罪の予防に悪影響を及ぼすおそれが生じること

となり，法１４条５号及び７号イに該当するため，不開示とするこ

とが妥当である。 

     さらに，対象文書４の③には，請求人以外の個人に関する情報が含

まれており，当該情報は法１４条２号に該当し，かつ同号ただし書

イないしハのいずれにも該当しないため，当該部分を不開示とする

ことが妥当である。 

   オ 特定事業場から提出された文書（対象文書５） 

     対象文書５の特定事業場から提出された文書には，当該事業場の内

部管理等に関する情報が記載されていることから，これらの情報が

開示されることとなれば，事業場の内部情報が明らかとなり当該事

業場の取引関係や人材確保の面等において，当該事業場の権利，競

争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあることから，これ

らの情報は，法１４条３号イに該当する。 

     また，これらの情報は特定事業場が特定労働基準監督署との信頼関

係を前提として，労働基準監督官に対して開示しないことを条件と

して任意に提供された事業場の実態に関する情報が記載されている

ことから，これらの情報が開示されることとなれば，当該事業場を

始めとして事業者と労働基準監督官との信頼関係が失われ，今後労

働基準監督官に対する関係資料の提出等について非協力的となり，

また，労働基準監督官の指導に対する自主的改善についても意欲を

低下させ，さらにはこの結果として法違反の隠蔽を行うなど，検査

事務という性格を持つ監督指導業務の適正な遂行に支障を及ぼすも

のであり，犯罪の予防に悪影響を及ぼすおそれがある。 

     以上のことから，これらの情報は，前段で述べた法１４条３号イに

該当することに加え，同条３号ロ，５号及び７号イに該当するため，

不開示とすることが妥当である。 

     さらに，対象文書５には，請求人以外の個人に関する情報が含まれ

ており，これらの情報は法１４条２号に該当し，かつ同号ただし書

イないしハのいずれにも該当しないため，当該部分を不開示とする

ことが妥当である。 

   カ 是正勧告書（控）（対象文書７） 

     是正勧告書（控）は，労働基準監督官が事業場に対し臨検監督を行

った際に，労働基準法等関係法令に違反があった場合，その違反事
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項について是正すべき旨を記して，当該事業場に対して交付する文

書の控えである。一般的には，是正勧告書（控）の標題が付され，

「交付年月日」，「事業の名称」，「代表者職氏名」，「事業場の名称」，

「労働基準監督署名」，「労働基準監督官の氏名」，「前文」，「法条項

等」，「違反事項」，「是正期日」，「是正確認」，「受領年月日」，「受領

者職氏名」が記載されている。 

     対象文書７の①の是正勧告書（控）のうち，なお不開示とした部分

には，被申告事業場の労働者に対する労働基準法等関係法令の違反

内容，是正の期限の情報等が記載されており，これらの情報は，労

働基準監督官が認定した事実に基づいた具体的な記述であり，申告

者である請求人が知り得る情報であるとは認められないことから，

これらの情報が開示されることとなれば，当該事業場の情報が明ら

かとなり，取引関係や人材確保の面等において当該事業場の権利，

競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある。 

     また，これらの情報には，特定の事業場が労働基準監督署との信頼

関係を前提として，労働基準監督官に対して明らかにした事業場の

実態に関する情報が記載されていることから，これらの情報が開示

されることとなれば，当該事業場を始めとして事業場と労働基準監

督官との信頼関係が失われ，今後労働基準監督官に対する関係資料

の提出等について非協力的となり，また，労働基準監督官の指導に

対する自主的改善についても意欲を低下させ，さらにはこの結果と

して法違反の隠蔽を行うなど，検査事務という性格を持つ監督指導

業務の適正な遂行に支障を及ぼすものであり，ひいては犯罪の予防

に悪影響を及ぼすおそれがある。 

     以上のことから，これらの情報は，法１４条３号イ及びロ，５号並

びに７号イに該当するため，不開示とすることが妥当である。 

     さらに，対象文書７の②は，請求人以外の個人に関する情報であり，

法１４条２号に該当し，かつ同号ただし書イないしハのいずれにも

該当しないため，当該部分を不開示とすることが妥当である。 

   キ 労働相談に係る文書（対象文書８） 

     労働相談に係る文書は，労働基準監督署において，労働関係の相談

を受けた際に，その内容を記録するために作成される文書等であり，

一般的には「相談日」，「相談者氏名」，「住所」，「事業場（所）名等」，

「相談内容」，「処理状況・意見」等が記載されている。 

     対象文書８の①には，労働基準監督官の調査手法及び対応方針等の

決定の基礎となった情報が記載されており，当該情報が開示されれ

ば，調査手法等が明らかになり，調査に必要な資料の隠蔽が容易に

行われるおそれがあるなど労働基準監督官の行う監督指導業務にお
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いて，正確な事実を把握できなくなり違法行為の発見が困難になる

など，当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることから，

法１４条７号イに該当するため，不開示とすることが妥当である。 

 （３）新たに開示する部分について 

    原処分において不開示とした情報のうち，対象文書１の⑥，６の②及

び７の④については，法１４条各号に定める不開示情報に該当しないた

め，新たに開示することとする。 

 ４ 請求人の主張に対する反論について 

   請求人は，審査請求の理由として，審査請求書の中で，「私が特定監督

署に，それまでに実際にした私の考え，申告，情報提供，相談，意見，主

張，要望，苦情，批難，指摘，問題提起，意思表示，憤り，不満，その他

等は，開示されなければおかしいはずである 私には監督署側の人間が，

自分達の都合の良いところだけを開示して，都合の悪いところは闇に葬っ

ていて隠ぺい工作と強く感じてしまう（会話等は録音有り）」等と主張し

てその開示を求めているが，法１２条に基づく開示請求に対しては，開示

請求対象保有個人情報ごとに法１４条各号に基づいて開示，不開示の判断

をしているものであり，請求人の主張は本件対象保有個人情報の開示決定

の結論に影響を及ぼすものではない。 

 ５ 結論 

   以上のとおり，本件対象保有個人情報については，原処分の一部を変更

し，上記３（３）で開示するとした部分については新たに開示した上で，

その余の部分については，法１４条２号，３号イ及びロ，５号並びに７号

イに基づき，原処分を維持して不開示とすることが妥当である。 

第４ 調査審議の経過 

   当審査会は，本件諮問事件について，以下のとおり，調査審議を行った。 

  ① 平成２７年２月２３日    諮問の受理 

  ② 同日            諮問庁から理由説明書を収受 

  ③ 同年３月３日        審議 

  ④ 同月１０日         審査請求人から意見書を収受 

  ⑤ 同月３１日         審査請求人から意見書を収受 

  ⑥ 同年４月２０日       審査請求人から意見書を収受 

  ⑦ 同年５月７日        審査請求人から意見書を収受 

  ⑧ 同月１８日         審査請求人から意見書を収受 

  ⑨ 平成２８年８月２日     委員の交代に伴う所要の手続の実施，

本件対象保有個人情報の見分及び審議 

  ⑩ 平成２９年１月１９日    審議 

第５ 審査会の判断の理由 

 １ 本件対象保有個人情報について 
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   本件対象保有個人情報は，「平成２５年特定月日特定事業場内にて起き

た私の労災事故にかかわって私が特定監督署特定職員Ａに申告，相談，情

報提供した件全般（死傷病報告書の件だけは除く）調査内容，文書指導内

容，判断過程，私が特定職員Ａにした申告内容，私が労働局特定部署特定

職員Ｂに申告，相談，情報提供した件とそれへの回答等の全て，私が監督

署及び労働局特定部署特定職員Ｂに指摘した事も，作業前点検，点検後の

補修，速度超過，安全管理者，安全衛生教育，職長等教育，虚偽報告等是

正勧告書も」に記録された保有個人情報であり，具体的には，別表２の１

欄に掲げる文書１ないし文書８に記録された保有個人情報である。 

   処分庁は，本件対象保有個人情報の一部について，審査請求人を本人と

する保有個人情報に該当しない，又は法１４条２号，３号イ及びロ，５号

並びに７号イに該当するとして不開示とする原処分を行ったところ，審査

請求人は，不開示とされた部分の全部開示を求めている。 

   これに対して，諮問庁は，諮問に当たり，原処分で不開示とした部分の

うち，一部を新たに開示した上で，その余の部分については，原処分を維

持することが妥当としていることから，本件対象保有個人情報を見分した

結果を踏まえ，諮問庁が保有個人情報に該当しないとしている部分の保有

個人情報該当性及び諮問庁がなお不開示とすべきとしている部分の不開示

情報該当性について，以下，検討する。 

 ２ 保有個人情報該当性について 

 （１）諮問庁は，別表１の１欄に掲げる文書７（是正勧告書（控））の③

「是正確認」欄については，審査請求人の個人に関する情報ではなく，

さらに審査請求人を識別できる情報が含まれていないことから，審査請

求人を本人とする保有個人情報には該当しないと説明する。 

    当審査会において見分したところ，当該部分には，審査請求人の氏名

その他の審査請求人を識別することができる情報の記載は認められない。

そこで，当該部分がその内容等に照らして審査請求人を本人とする保有

個人情報に該当するか否かについて検討する。 

    当該部分は，認印の押印欄及び確認方式から構成され，是正状況の確

認者が誰であるかについての情報及び再監督，実地調査，書面又は口頭

のいずれの方法により是正を確認したかについての情報が記載されるこ

ととなっており，これらは専ら業務処理上必要な情報であって，審査請

求人本人を識別することができることとなる情報であるとは認められな

い。 

    したがって，当該部分は，審査請求人を本人とする保有個人情報に該

当するとは認められない。 

 （２）諮問庁は，別表１に掲げる文書１（申告処理台帳及び申告処理台帳続

紙）の⑤，文書２（監督復命書及び続紙）の④，文書４（担当官が作成
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又は収集した文書）の④，文書６（審査請求人から提出された文書）の

①及び文書８（労働相談に係る文書）の②の不開示部分については，審

査請求人が開示を請求する保有個人情報から除外しているものであるた

め，審査請求人を本人とする保有個人情報には該当しないと説明する。 

    当審査会において見分したところ，当該部分は，審査請求人が，開示

請求書において「死傷病報告の件だけは除く」として，開示を請求する

保有個人情報から除外した情報であると認められる。 

    したがって，当該部分は，審査請求人を本人とする保有個人情報に該

当するとは認められない。 

 ３ 不開示情報該当性について 

 （１）別表２に掲げる文書１（申告処理台帳及び申告処理台帳続紙）の不開

示部分について 

   ア 文書１の①の不開示部分について 

     文書１の①の不開示部分には，当該申告事案について，労働基準監

督署における処理方針等が記載されており，当該部分は，審査請求

人が知り得る情報であるとは認められず，労働基準監督機関におけ

る申告処理に係る調査の手法・内容が明らかとなる情報であると認

められ，これを開示すると労働基準監督機関が行う検査等に係る事

務に関し，正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは

不当な行為を容易にし，若しくはその発見を困難にするおそれがあ

ると認められる。 

     したがって，当該部分は，法１４条７号イに該当し，同条５号につ

いて判断するまでもなく，不開示とすることが妥当である。 

   イ 文書１の②の不開示部分について 

   （ア）文書１の②の不開示部分のうち，４頁の「処理経過」欄１行目１

文字目ないし８文字目，１１６頁の「処理経過」欄５行目１文字目

ないし１０文字目及び１２４頁の「処理経過」欄８行目１２文字目

ないし１８文字目については，原処分で開示されている４頁の「処

理方法」欄１行目，１１６頁の「処理方法」欄５行目及び下記（４）

ウ（ア）ａにおいて開示すべきとする２５６頁の記載から推認でき

る内容であると認められる。 

      このため，これを開示しても，労働基準監督機関が行う検査等に

係る事務に関し，正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若

しくは不当な行為を容易にし，若しくはその発見を困難にするおそ

れがあるとは認められず，また，同様の理由により，犯罪の予防に

支障を及ぼすおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当

の理由があるとは認められない。さらに，当該部分は，審査請求人

以外の個人に関する情報が記載されているとは認められない。 
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      したがって，当該部分は，法１４条２号，５号及び７号イのいず

れにも該当せず，開示すべきである。 

   （イ）文書１の②の不開示部分のうち，上記（ア）で開示すべきとする

部分を除く部分には，被申告事業場の担当者との具体的なやり取り

の内容等が記載されており，審査請求人が知り得る情報であるとは

認められない。したがって，当該部分は，上記アと同様の理由によ

り，法１４条７号イに該当し，同条２号及び５号について判断する

までもなく，不開示とすることが妥当である。 

   ウ 文書１の③の不開示部分について 

     文書１の③の不開示部分には，当該申告事案について，労働基準監

督官が行った調査内容等が記載されており，審査請求人が知り得る

情報であるとは認められない。したがって，当該部分は，上記アと

同様の理由により，法１４条７号イに該当し，同条２号，３号イ及

び５号について判断するまでもなく，不開示とすることが妥当であ

る。 

   エ 文書１の④の不開示部分について 

   （ア）文書１の④の不開示部分のうち，１３０頁の「処理経過」欄１行

目については，原処分で開示されている１３０頁の「処理方法」欄

１行目の記載から推認できる内容であると認められる。 

      このため，これを開示しても，当該事業場の権利，競争上の地位

その他正当な利益を害するおそれ，労働基準監督機関が行う検査等

に係る事務に関し，正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法

若しくは不当な行為を容易にし，若しくはその発見を困難にするお

それがあるとは認められず，また，同様の理由により，犯罪の予防

に支障を及ぼすおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相

当の理由があるとは認められない。 

      したがって，当該部分は，法１４条３号イ，５号及び７号イのい

ずれにも該当せず，開示すべきである。 

   （イ）文書１の④の不開示部分のうち，上記（ア）で開示すべきとする

部分を除く部分には，当該申告事案について，労働基準監督官が行

った調査内容等が記載されており，審査請求人が知り得る情報であ

るとは認められない。したがって，当該部分は，上記アと同様の理

由により，法１４条７号イに該当し，同条３号イ及び５号について

判断するまでもなく，不開示とすることが妥当である。 

 （２）別表２に掲げる文書２（監督復命書及び続紙）の不開示部分について 

   ア 文書２の①の不開示部分について 

   （ア）文書２の①の不開示部分のうち，２８頁の「労働者数」欄の不開

示部分，「労働組合」欄及び「週所定労働時間」欄，１８３頁の
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「労働者数」欄の不開示部分，「労働組合」欄及び「週所定労働時

間」欄並びに３４０頁の「労働者数」欄の不開示部分，「労働組合」

欄及び「週所定労働時間」欄については，労働基準監督官が臨検監

督を実施したことにより判明した被申告事業場の内部情報であり，

また，審査請求人が特定事業場を退職した日以降の情報であり，審

査請求人が知り得る情報であるとは認められない。 

      したがって，当該部分は，上記（１）アと同様の理由により，法

１４条７号イに該当し，同条３号イ及びロ並びに５号について判断

するまでもなく，不開示とすることが妥当である。 

   （イ）文書２の①の不開示部分のうち，２８頁の「署長判決」欄，１８

３頁の「署長判決」欄及び３４０頁の「署長判決」欄は，審査請求

人が知り得る情報であるとは認められず，労働基準監督機関におけ

る申告処理に係る調査の手法・内容等が明らかとなる情報であると

認められる。 

      したがって，当該部分は，上記（１）アと同様の理由により，法

１４条７号イに該当し，同条３号イ及びロ並びに５号について判断

するまでもなく，不開示とすることが妥当である。 

   （ウ）文書２の①の不開示部分のうち，２８頁，２９頁，１８４頁，３

４０頁及び３４１頁の「参考事項・意見」欄について 

     ａ ２８頁の「参考事項・意見」欄４行目，２９頁の「参考事項・

意見」欄４行目及び９行目，１８４頁の「参考事項・意見」欄

３行目ないし４行目２０文字目，３５文字目ないし５行目３２

文字目，１２行目，１６行目８文字目ないし１７文字目，１８

行目ないし２２行目１１文字目及び２５行目１文字目ないし８

文字目，３４０頁の「参考事項・意見」欄４行目並びに３４１

頁の「参考事項・意見」欄４行目及び９行目については，原処

分で開示されている２８頁の「参考事項・意見」欄１行目１９

文字目ないし２行目２文字目の記載，１３６頁の「処理経過」

欄９行目ないし２１行目の記載，１８３頁の「参考事項・意見」

欄１行目３６文字目ないし３行目２文字目の記載及び３４０頁

の「参考事項・意見」欄１行目１９文字目ないし２行目２文字

目の記載と同様の内容であると認められる。 

       このため，これを開示しても，当該事業場の権利，競争上の地

位その他正当な利益を害するおそれ，労働基準監督機関が行う

検査等に係る事務に関し，正確な事実の把握を困難にするおそ

れ又は違法若しくは不当な行為を容易にし，若しくはその発見

を困難にするおそれがあるとは認められず，また，同様の理由

により，犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあると行政機関の
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長が認めることにつき相当の理由があるとは認められない。ま

た，行政機関の要請を受けて，開示しないとの条件で任意に提

供されたものとも認められない。 

       したがって，当該部分は，法１４条３号イ及びロ，５号並びに

７号イのいずれにも該当せず，開示すべきである。 

     ｂ ２８頁，２９頁，１８４頁，３４０頁及び３４１頁の「参考事

項・意見」欄のうち，上記ａで開示すべきとする部分を除く部

分に記載されている情報は，審査請求人が知り得る情報である

とは認められず，労働基準監督機関における申告処理に係る調

査の手法・内容が明らかとなる情報であると認められ，上記

（１）アと同様の理由により，法１４条７号イに該当し，同条

３号イ及びロ並びに５号について判断するまでもなく，不開示

とすることが妥当である。 

   （エ）文書２の①の不開示部分のうち，２８頁の「是正期日」欄１行目，

１８３頁の「違反法条項・指導事項等」欄１行目及び２行目，「是

正期日」欄１行目ないし３行目並びに３４０頁の「是正期日」欄１

行目に記載されている情報は，違反法条項，指導条項及びその是正

期日に係る記載であり，審査請求人が知り得る情報であるとは認め

られず，これを開示すると，当該事業場に対する信用を低下させ，

取引関係や人材確保等の面において，当該事業場の権利，競争上の

地位その他正当な利益を害するおそれがあると認められる。 

      したがって，当該部分は，法１４条３号イに該当し，同条３号ロ，

５号及び７号イについて判断するまでもなく，不開示とすることが

妥当である。 

   イ 文書２の②の不開示部分について 

     文書２の②の不開示部分には，面接者の職氏名が記載されており，

法１４条２号本文前段に規定する審査請求人以外の個人に関する情

報であって，特定の個人を識別することができるものに該当し，同

号ただし書イないしハのいずれにも該当する事情は認められず，当

該部分は，特定の個人を識別することができることとなる記述等の

部分であることから，法１５条２項による部分開示の余地もない。 

     したがって，当該部分は，法１４条２号に該当し，不開示とするこ

とが妥当である。 

   ウ 文書２の③の不開示部分について 

     文書２の③の不開示部分に記載されている情報は，審査請求人が知

り得る情報であるとは認められず，労働基準監督機関における申告

処理に係る調査の手法・内容が明らかとなる情報であると認められ

る。 
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     したがって，当該部分は，上記（１）アと同様の理由により，法１

４条７号イに該当し，不開示とすることが妥当である。 

 （３）別表２に掲げる文書３（指導票（控））の不開示部分について 

   ア 文書３の①の不開示部分について 

   （ア）文書３の①の不開示部分のうち，３０頁の「指導事項」欄１行目

１文字目ないし１７文字目及び２１文字目ないし２行目並びに３４

２頁の「指導事項」欄１行目１文字目ないし１７文字目及び２１文

字目ないし２行目については，本件申告事案の当事者である審査請

求人が当然知り得る情報であり，これを開示しても，当該事業場の

権利，競争上の地位その他正当な利益を害するおそれ，労働基準監

督機関が行う検査等に係る事務に関し，正確な事実の把握を困難に

するおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし，若しくはその

発見を困難にするおそれがあるとは認められない。また，行政機関

の要請を受けて，開示しないとの条件で任意に提供されたものとも

認められない。 

      したがって，当該部分は，法１４条３号イ及びロ並びに７号イの

いずれにも該当せず，開示すべきである。 

   （イ）文書３の①の不開示部分のうち，上記（ア）で開示すべきとする

部分を除く部分には，労働基準監督官が臨検監督を実施したことに

よる被申告事業場への具体的な指導内容及び改善状況の報告期限が

記載されており，審査請求人が知り得る情報であるとは認められな

い。 

      したがって，当該部分は，上記（２）ア（エ）と同様の理由によ

り，法１４条３号イに該当し，同条３号ロ及び７号イについて判断

するまでもなく，不開示とすることが妥当である。 

   イ 文書３の②の不開示部分について 

     文書３の②の不開示部分には，受領者の職氏名及び印影が記載され

ており，上記（２）イと同様の理由により，法１４条２号に該当し，

不開示とすることが妥当である。 

 （４）別表２に掲げる文書４（担当官が作成又は収集した文書）の不開示部

分について 

   ア 文書４の①の不開示部分について 

   （ア）文書４の①の不開示部分のうち，３５頁及び３６頁は，当該申告

事案に係る関係法令に関する資料であると認められ，これを開示し

ても，労働基準監督機関が行う検査等に係る事務に関し，正確な事

実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易に

し，若しくはその発見を困難にするおそれがあるとは認められず，

また，同様の理由により，犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがある



19 

 

と行政機関の長が認めることにつき相当の理由があるとは認められ

ない。 

      したがって，当該部分は，法１４条５号及び７号イのいずれにも

該当せず，開示すべきである。 

   （イ）文書４の①の不開示部分のうち，上記（ア）で開示すべきとする

部分を除く部分に記載された情報は，審査請求人が知り得る情報で

あるとは認められず，労働基準監督機関における申告処理に係る調

査の手法・内容が明らかとなる情報であると認められ，上記（１）

アと同様の理由により，法１４条７号イに該当し，同条５号につい

て判断するまでもなく，不開示とすることが妥当である。 

   イ 文書４の②の不開示部分について 

     文書４の②の不開示部分には，申告者である審査請求人からの電話

を受けた特定労働基準監督署の職員の意見等が記載されており，審

査請求人が知り得る情報であるとは認められない。したがって，当

該部分は，上記（１）アと同様の理由により，法１４条７号イに該

当し，不開示とすることが妥当である。 

   ウ 文書４の③の不開示部分について 

   （ア）文書４の③の不開示部分のうち，２５６頁は，労働基準監督官が

被申告事業場に送付したＦＡＸ文書であると認められる。 

     ａ このうち，右上の枠内，１行目ないし５行目，６行目１文字目

ないし４文字目，１２文字目，７行目１文字目ないし１７文字

目及び８行目ないし１１行目は，特定労働基準監督署名，当該

ＦＡＸ文書の項目等であり，審査請求人以外の個人に関する情

報が記載されているとは認められない。また，これを開示して

も当該事業場の権利，競争上の地位その他正当な利益を害する

おそれ，労働基準監督機関が行う検査等に係る事務に関し，正

確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行

為を容易にし，若しくはその発見を困難にするおそれがあると

は認められず，また，同様の理由により，犯罪の予防に支障を

及ぼすおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の

理由があるとは認められない。 

       したがって，当該部分は，法１４条２号，３号イ，５号及び７

号イのいずれにも該当せず，開示すべきである。 

     ｂ ２５６頁の７行目１８文字目及び１９文字目は，労働基準監督

官の氏である。労働基準監督官の氏は，法１４条２号本文前段

に規定する審査請求人以外の個人に関する情報であって，特定

の個人を識別することができるものに該当するが，労働基準監

督官の氏であることから，「各行政機関における公務員の氏名の
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取扱いについて」（平成１７年８月３日付け情報公開に関する連

絡会議申合せ）における「職務遂行に係る情報に含まれる当該

職員の氏名」に該当し，これを開示したとしても特段の支障の

生ずるおそれがあるとも認められないことから，同号ただし書

イに該当する。また，これを開示しても当該事業場の権利，競

争上の地位その他正当な利益を害するおそれ，労働基準監督機

関が行う検査等に係る事務に関し，正確な事実の把握を困難に

するおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし，若しくは

その発見を困難にするおそれがあるとは認められず，また，同

様の理由により，犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあると行

政機関の長が認めることにつき相当の理由があるとは認められ

ない。 

       したがって，当該部分は，法１４条２号ただし書イに該当し，

同条３号イ，５号及び７号イのいずれにも該当せず，開示すべ

きである。 

     ｃ ２５６頁の６行目５文字目ないし１１文字目は，被申告事業場

の担当者の職氏名であり，上記（２）イと同様の理由により，

法１４条２号に該当し，同条３号イ，５号及び７号イについて

判断するまでもなく，不開示とすることが妥当である。 

     ｄ ２５６頁のうち，上記ａないしｃの部分を除く部分には，労働

基準監督官の指導に係る手法等に関する情報が記載されており，

審査請求人が知り得る情報であるとは認められない。したがっ

て，当該部分は，上記（１）アと同様の理由により，法１４条

７号イに該当し，同条２号，３号イ及び５号について判断する

までもなく，不開示とすることが妥当である。 

   （イ）文書４の③の不開示部分のうち，３１１頁の決裁印欄，３１５頁

の決裁印欄，３２９頁の決裁印欄及び３３０頁の決裁印欄は，当該

頁の文書を特定労働基準監督署内で供覧するために押された様式印

であると認められ，上記（ア）ａと同様の理由により，法１４条２

号，３号イ，５号及び７号イのいずれにも該当せず，開示すべきで

ある。また，当該決裁印欄に押された印影は，特定労働基準監督署

の職員の印影であり，上記（ア）ｂと同様の理由により，同条２号

ただし書イに該当し，同条３号イ，５号及び７号イのいずれにも該

当せず，開示すべきである。 

   （ウ）文書４の③の不開示部分のうち，３２９頁の１行目，２行目１文

字目ないし３文字目及び１１文字目，３行目１文字目，２文字目及

び７文字目，３３０頁の１行目，３３２頁の１行目ないし３行目，

５行目，７行目４２文字目ないし４５文字目及び２２行目，３３３
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頁の２行目並びに３３６頁の右上の手書き部分は，当該頁の文書の

標題や項目等であり，上記（ア）ａと同様の理由により，法１４条

２号，３号イ，５号及び７号イのいずれにも該当せず，開示すべき

である。 

   （エ）文書４の③の不開示部分のうち，３２９頁の２行目４文字目ない

し１０文字目及び１２文字目ないし１６文字目，３行目３文字目な

いし６文字目，８文字目及び９文字目並びに３３２頁の４行目は，

特定労働基準監督署等の職員の職氏名であり，法１４条２号本文前

段に規定する審査請求人以外の個人に関する情報であって，特定の

個人を識別することができるものに該当する。 

      このうち，３２９頁の２行目４文字目，５文字目，１２文字目，

１３文字目，３行目３文字目，４文字目，８文字目及び９文字目並

びに３３２頁の４行目３文字目ないし６文字目は，特定労働基準監

督署等の職員の氏名であり，上記（ア）ｂと同様の理由により，法

１４条２号ただし書イに該当し，同条３号イ，５号及び７号イのい

ずれにも該当せず，開示すべきである。 

      また，その余の部分は，特定労働基準監督署等の職員の特定役職

名であり，公務員の職であることから法１４条２号ただし書ハに該

当し，また，これを開示しても当該事業場の権利，競争上の地位そ

の他正当な利益を害するおそれ，労働基準監督機関が行う検査等に

係る事務に関し，正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若

しくは不当な行為を容易にし，若しくはその発見を困難にするおそ

れがあるとは認められず，また，同様の理由により，犯罪の予防に

支障を及ぼすおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当

の理由があるとは認められない。したがって，当該部分は，同号た

だし書ハに該当し，同条３号イ，５号及び７号イのいずれにも該当

せず，開示すべきである。 

   （オ）文書４の③の不開示部分のうち，３３２頁の６行目ないし７行目

４１文字目及び２３行目ないし２５行目については，当該申告事案

の当事者である審査請求人であれば，当然承知している情報である

と認められ，上記（ア）ａと同様の理由により，法１４条２号，３

号イ，５号及び７号イのいずれにも該当せず，開示すべきである。 

   （カ）文書４の③の不開示部分のうち，上記（ア）ないし（オ）で判断

した部分を除く部分には，当該申告事案について，労働基準監督官

が行った調査事項や調査内容，被申告事業場の見解等が記載されて

おり，審査請求人が知り得る情報であるとは認められない。したが

って，当該部分は，上記（１）アと同様の理由により，法１４条７

号イに該当し，同条２号，３号イ及び５号について判断するまでも
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なく，不開示とすることが妥当である。 

 （５）別表２に掲げる文書５（特定事業場から提出された文書）の不開示部

分について 

   ア 文書５の不開示部分のうち，３１頁の受付印，１０３頁の受理印，

２４４頁の受理印，３４３頁の受理印及び３５０頁の受付印につい

て 

     当該部分は，労働基準監督署において，当該文書を受理（受付）し

た際の受理（受付）印であり，審査請求人以外の個人に関する情報

が記載されているとは認められない。また，これを開示しても当該

事業場の権利，競争上の地位その他正当な利益を害するおそれ，労

働基準監督機関が行う検査等に係る事務に関し，正確な事実の把握

を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし，若し

くはその発見を困難にするおそれがあるとは認められず，また，同

様の理由により，犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあると行政機

関の長が認めることにつき相当の理由があるとは認められない。ま

た，行政機関の要請を受けて，開示しないとの条件で任意に提供さ

れたものとも認められない。 

     したがって，当該部分は，法１４条２号，３号イ及びロ，５号並び

に７号イのいずれにも該当せず，開示すべきである。 

   イ 文書５の不開示部分のうち，上記アで開示すべきとする部分を除く

部分について 

     当該部分は，被申告事業場から提出された文書であり，これらの文

書が被申告事業場から提出された事実自体が，審査請求人が知り得

ることではなく，これらを開示すると，被申告事業場の事業主を始

めとする各事業主が，労働基準監督官に対する関係資料の提出等に

非協力的となり，労働基準監督機関が行う検査等に係る事務に関し，

正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為

を容易にし，若しくはその発見を困難にするおそれがあると認めら

れる。 

     したがって，当該部分は，法１４条７号イに該当し，同条２号，３

号イ及びロ並びに５号について判断するまでもなく，不開示とする

ことが妥当である。 

 （６）別表２に掲げる文書７（是正勧告書（控））の不開示部分について 

   ア 文書７の①の不開示部分について 

   （ア）文書７の①の不開示部分のうち，「法条項等」欄，「違反事項」欄

及び「是正期日」欄の１３行目ないし１８行目には，何ら記載され

ておらず，上記（２）ア（ウ）ａと同様の理由により，法１４条３

号イ及びロ，５号並びに７号イのいずれにも該当せず，開示すべき
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である。 

   （イ）文書７の①の不開示部分のうち，上記（ア）で開示すべきとする

部分を除く部分には，違反法条項，違反事項及びその是正期日に係

る情報等が記載されており，審査請求人が知り得る情報であるとは

認められない。 

      したがって，当該部分は，上記（２）ア（エ）と同様の理由によ

り，法１４条３号イに該当し，同条３号ロ，５号及び７号イについ

て判断するまでもなく，不開示とすることが妥当である。 

   イ 文書７の②の不開示部分について 

     文書７の②の不開示部分には，特定事業場の担当者の職氏名が記載

されており，上記（２）イと同様の理由により，法１４条２号に該

当し，不開示とすることが妥当である。 

 （７）別表２に掲げる文書８（労働相談に係る文書）の不開示部分について 

    文書８の不開示部分には，当該申告事案に係る労働相談を受けた特定

労働局における処理状況や意見等が記載されており，当該部分は，審査

請求人が知り得る情報であるとは認められない。したがって，当該部分

は，上記（１）アと同様の理由により，法１４条７号イに該当し，不開

示とすることが妥当である。 

 ４ 審査請求人のその他の主張について 

   審査請求人は，その他種々主張するが，いずれも当審査会の上記判断を

左右するものではない。 

 ５ 本件一部開示決定の妥当性について 

   以上のことから，本件対象保有個人情報につき，その一部を審査請求人

を本人とする保有個人情報に該当しない，又は法１４条２号，３号イ及び

ロ，５号並びに７号イに該当するとして不開示とした決定については，諮

問庁がなお不開示とすべきとしている部分のうち，別表２の４欄に掲げる

部分は，同条２号，３号イ及びロ，５号並びに７号イのいずれにも該当せ

ず，開示すべきであるが，その余の部分は，審査請求人を本人とする保有

個人情報に該当しない，又は同条２号，３号イ及び７号イに該当すると認

められるので，同条３号ロ及び５号について判断するまでもなく，不開示

とすることは妥当であると判断した。 

（第３部会） 

  委員 岡島敦子，委員 葭葉裕子，委員 渡井理佳子 
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別表１ 

１ 諮問庁が保有個人情報の非該当を主張する部分 ２  保 有

個人情報

該当性 

番

号 

文書名 非該当部分 

１ 申告処理台

帳及び申告

処理台帳続

紙 

⑤ １２頁の「処理経過」欄９行目及び１０

行目，１３頁の「処理経過」欄３行目，１

０４頁の「申告事項」欄及び「申告の内

容」欄，１１１頁の「処理経過」欄２２行

目ないし２４行目，１１４頁の「処理経

過」欄２行目及び７行目，１１５頁の「処

理経過」欄１４行目，１２０頁の「処理経

過」欄７行目及び１３行目，１２２頁の

「処理経過」欄８行目，１３５頁の「処理

経過」欄１７行目並びに１３６頁の「処理

経過」欄２行目，３行目及び６行目２文字

目ないし１１文字目 

該 当 し な

い 

２ 監督復命書

及び続紙 

④ １８３頁の「参考事項・意見」欄１行目

１１文字目ないし２１文字目，４行目及び

５行目並びに１８４頁の「参考事項・意

見」欄１行目及び２行目 

該 当 し な

い 

４ 担当官が作

成又は収集

した文書 

④ ５５６頁１行目ないし１２行目，５５８

頁９行目２７文字目ないし１０行目及び２

７行目９文字目ないし１６文字目並びに５

６１頁１９行目８文字目ないし２２文字目 

該 当 し な

い 

６ 審査請求人

から提出さ

れた文書 

① １０５頁４行目ないし３１行目，１０８

頁１７行目ないし２３行目，１４２頁２８

行目ないし３６行目，１４４頁１２行目な

いし１５行目並びに１７５頁２１行目及び

２７行目２７文字目ないし３５文字目 

該 当 し な

い 

７ 是正勧告書

（控） 

③ １８５頁の「是正確認」欄 該 当 し な

い 

８ 労働相談に

係る文書 

② ５４２頁の「相談の内容」欄１５行目並

びに５４３頁の２行目及び３行目 

該 当 し な

い 

（注）対象文書には頁番号は付番されていないが，対象文書の１枚目ないし５

５１枚目に１頁ないし５５１頁と付番したものを「頁」として記載してい

る（別表２においても同様。）。 
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別表２ 

１ 文書番号，文書名

及び頁 

２ 原処分において不開

示とされている部分 

３ 不

開示

情報

該当

性

（法

１４

条） 

４ 開示すべき部

分 

番

号 

文書

名 

頁 

１ 申 告

処 理

台 帳

及 び

申 告

処 理

台 帳

続紙 

１ないし１

４，１０４ 

，１０９な

いし１３８ 

，５１８，

５３０，５

３１及び５

４１ 

① ２頁の１０行目ない

し１６行目，１４頁の

「処理経過」欄１３行

目及び１４行目，１２

４頁の「処理経過」欄

３行目ないし５行目，

１２５頁の「処 理 経

過」欄１３行目，１４

行目，１７行目及び１

８行目，１２６ 頁 の

「処理経過」欄１行目

及び２行目，１３５頁

の「処理経過」欄１行

目及び２行目，１３８

頁の「処理経過」欄１

３行目及び１４行目，

５１８頁の「完 結 区

分」欄並びに５３１頁

の「完結区分」欄 

５号及

び７号

イ 

なし 

② ４頁の「処理経過」

欄１行目，２行目，２

５行目及び２６行目，

１１頁の「処理経過」

欄１行目ないし ３ 行

目，５行目及び ６ 行

目，１２頁の「処理経

過」欄１３行目ないし

１５行目，１４ 頁 の

２号，

５号及

び７号

イ 

４頁の「処理経

過」欄１行目１文

字目ないし８文字

目 

１１６頁の「処理

経過」欄５行目１

文字目ないし１０

文字目 

１２４頁の「処理
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「処理経過」欄５行目

及び６行目，１１６頁

の「処理経過」欄５行

目及び６行目，１１９

頁の「処理経過」欄５

行目，１２４頁の「処

理経過」欄１行目，７

行目及び８行目，１２

６頁の「処理経過」欄

１７行目，１２７頁の

「処理経過」欄１３行

目及び１４行目，１３

４頁の「処理経過」欄

５行目及び６行目並び

に１３５頁の「処理経

過」欄５行目及び６行

目 

経過」欄８行目１

２文字目ないし１

８文字目 

③ ４頁の「処理経過」

欄４行目ないし１０行

目及び２９行目ないし

３１行目，７頁の「処

理経過」欄１行目及び

３行目，１２頁の「処

理経過」欄１行目ない

し７行目，１４ 頁 の

「処理経過」欄９行目

及び１０行目，１１４

頁の「処理経過」欄１

７行目，１９行目及び

２０行目，１１６頁の

「処理経過」欄１行目

ないし３行目，１１８

頁の「処理経過」欄１

行目ないし３行目及び

５行目ないし７行目，

１１９頁の「処 理 経

過」欄１３行目ないし

２号，

３号イ 

，５号

及び７

号イ 

なし 
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１６行目，１２６頁の

「処理経過」欄２１行

目及び２２行目，１２

７頁の「処理経過」欄

１７行目及び１８行目

並びに１３１頁の「処

理経過」欄１行目ない

し３行目 

④  １４頁の「処理経

過」欄１行目ないし３

行目，１１６頁の「処

理経過」欄８行目ない

し１２行目並びに１３

０頁の「処理経過」欄

１行目及び２行目 

３号イ 

，５号

及び７

号イ 

１３０頁の「処理

経過」欄１行目 

⑤  １２頁の「処理経

過」欄９行目及び１０

行目，１３頁の「処理

経過」欄３行目，１０

４頁の「申告事項」欄

及び「申告の内 容 」

欄，１１１頁の「処理

経過」欄２２行目ない

し２４行目，１１４頁

の「処理経過」欄２行

目及び７行目，１１５

頁の「処理経過」欄１

４行目，１２０ 頁 の

「処理経過」欄７行目

及び１３行目，１２２

頁の「処理経過」欄８

行目，１３５頁の「処

理経過」欄１７行目並

びに１３６頁の「処理

経過」欄２行目，３行

目及び６行目２文字目

ないし１１文字目 

保有個

人情報

非該当 

なし 
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⑥ １０４頁の「申告事

項」欄及び「申告の内

容」欄を除く部分 

新たに

開示 

― 

２ 監 督

復 命

書 及

び 続

紙 

２８，２９ 

，１８３，

１８４，３

４０及び３

４１ 

①  ２８頁の「労働者

数」欄の不開示部分，

「労働組合」欄，「週所

定労働時間」欄，「署長

判決」欄，「参考事項・

意見」欄４行目及び５

行目，「是正期日」欄１

行目，２９頁の「参考

事項・意見」欄，１８

３頁の「労働者数」欄

の不開示部分，「労働組

合」欄，「週所定労働時

間」欄，「署長判決」

欄，「違反法条項・指導

事項等」欄１行目及び

２行目，「是正期日」欄

１行目ないし３行目，

１８４頁の「参 考 事

項・意見」欄３行目な

いし２６行目，３４０

頁の「労働者数」欄の

不開示部分，「労働組

合」欄，「週所定労働時

間」欄，「署長判決」

欄，「参考事項・意見」

欄４行目及び５行目，

「是正期日」欄１行目

並びに３４１頁の「参

考事項・意見」欄 

３号イ

及びロ 

，５号

並びに

７号イ 

２８頁の「参考事

項・意見」欄４行

目 

２９頁の「参考事

項・意見」欄４行

目及び９行目 

１８４頁の「参考

事項・意見」欄３

行目ないし４行目

２０文字目，３５

文字目ないし５行

目３２文字目，１

２行目，１６行目

８文字目ないし１

７文字目，１８行

目ないし２２行目

１１文字目及び２

５行目１文字目な

いし８文字目 

３４０頁の「参考

事項・意見」欄４

行目 

３４１頁の「参考

事項・意見」欄４

行目及び９行目 

② ２８頁，１８３頁及

び３４０頁の「面接者

職氏名」欄 

２号 なし 

③ １８３頁の「参考事

項・意見」欄１行目２

７号イ なし 
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２文字目ないし３４文

字目及び３行目１９文

字目ないし３１文字目 

④ １８３頁の「参考事

項・意見」欄１行目１

１文字目ないし２１文

字目，４行目及び５行

目並びに１８４ 頁 の

「参考事項・意見」欄

１行目及び２行目 

保有個

人情報

非該当 

なし 

３ 指 導

票

（ 控

） 

３０，１８

６及び３４

２ 

① ３０頁の１２行目１

４文字目ないし１８文

字目及び「指導事項」

欄の不開示部分，１８

６頁の１２行目１４文

字目ないし１８文字目

及び「指導事項」欄並

びに３４２頁の１２行

目１４文字目ないし１

８文字目及び「指導事

項」欄の不開示部分 

３号イ

及びロ

並びに

７号イ 

３０頁の「指導事

項」欄１行目１文

字目ないし１７文

字目及び２１文字

目ないし２行目 

３４２頁の「指導

事項」欄１行目１

文字目ないし１７

文字目及び２１文

字目ないし２行目 

② ３０頁，１８６頁及

び３４２頁の「受領年

月日受領者職氏名」欄

の不開示部分 

２号 なし 

４ 担 当

官 が

作 成

又 は

収 集

し た

文書 

１８ないし

２１，３２

ないし３９ 

，４８ない

し６１，１

８０ないし

１８２，１

８７ないし

１９２，２

２８，２４

６，２５５ 

，２５６，

① ３２頁ないし３９頁

及び４８頁ないし６１

頁 

５号及

び７号

イ 

３５頁及び３６頁 

② １８０頁５行目２２

文字目ないし４２文字

目及び１９行目２７文

字目ないし２０行目並

びに１８２頁１２行目

２文字目ないし２０文

字目 

７号イ なし 



30 

 

２９３ない

し２９６，

３１１，３

１２，３１

５，３１６ 

，３２０な

いし３２７ 

，３２９な

いし３３９

及び５５２

ないし５６

２ 

③ １８７頁ないし１９

２頁，２２８頁，２４

６頁，２５５頁，２５

６頁，２９３頁ないし

２９６頁，３１１頁，

３１２頁，３１５頁，

３１６頁，３２０頁な

いし３２７頁及び３２

９頁ないし３３９頁 

２号，

３号イ 

，５号

及び７

号イ 

２５６頁の右上の

枠内，１行目ない

し５行目，６行目

１文字目ないし４

文字目，１２文字

目及び７行目ない

し１１行目 

３１１頁の決裁印

欄 

３１５頁の決裁印

欄 

３２９頁の決裁印

欄及び１行目ない

し３行目 

３３０頁の決裁印

欄及び１行目 

３３２頁の１行目

ないし７行目４５

文字目及び２２行

目ないし２５行目 

３３３頁の２行目 

３３６頁の右上の

手書き部分 

④ ５５６頁１行目ない

し１２行目，５５８頁

９行目２７文字目ない

し１０行目及び２７行

目９文字目ないし１６

文字目並びに５６１頁

１９行目８文字目ない

し２２文字目 

保有個

人情報

非該当 

なし 

５ 特 定

事 業

場 か

ら 提

出 さ

れ た

３１，４０

ないし４７ 

，６２ない

し１０３，

１９３ない

し２２７，

 対象文書全体 ２号，

３号イ

及びロ 

，５号

並びに

７号イ 

３１頁の受付印 

１０３頁の受理印 

２４４頁の受理印 

３４３頁の受理印 

３５０頁の受付印 
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文書 ２２９ない

し２４５，

２４７ない

し２５４，

２５７ない

し２９２，

２９７ない

し３１０，

３１３，３

１４，３１

７ないし３

１９，３２

８及び３４

３ないし５

１７ 

６ 審 査

請 求

人 か

ら 提

出 さ

れ た

文書 

１０５ない

し１０８，

１３９ない

し１７９，

５１９ない

し５２９及

び５３２な

いし５４０ 

① １０５頁４行目ない

し３１行目，１０８頁

１７行目ないし２３行

目，１４２頁２８行目

ないし３６行目，１４

４頁１２行目ないし１

５行目並びに１７５頁

２１行目及び２７行目

２７文字目ないし３５

文字目 

保有個

人情報

非該当 

なし 

② １０５頁１行目ない

し３行目及び３２行目

ないし３５行目 

新たに

開示 

― 

７ 是 正

勧 告

書

（ 控

） 

１８５ ① ９行目１１文字目な

いし１０行目２５文字

目，１６行目ないし１

８行目並びに「法条項

等」欄，「違反事項」欄

及び「是正期日」欄の

１行目ないし１８行目 

３号イ

及びロ 

，５号

並びに

７号イ 

「法条項等」欄，

「違反事項」欄及

び「是正期日」欄

の１３行目ないし

１８行目 

② 「受領年月日受領者

職氏名」欄の受領者職

２号 なし 
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氏名 

③ 「是正確認」欄 保有個

人情報

非該当 

なし 

④ 上記①ないし③を除

く部分 

新たに

開示 

― 

８ 労 働

相 談

に 係

る 文

書 

１５ないし

１７，２２

ないし２７

及び５４２

ないし５５

１ 

①  ５４３頁，５４５

頁，５４７頁の「処理

状況・意見」欄，５４

８頁の「相談の内容」

欄１３行目ないし２０

行目，５４９頁の１行

目及び５５０頁の「相

談の内容」欄１３行目

ないし２０行目 

７号イ なし 

② ５４２頁の「相談の

内容」欄１５行目並び

に５４３頁の２行目及

び３行目 

保有個

人情報

非該当 

なし 

 




